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そこが聞きたい !　問＆答

中村　昇議員

○
広
域
消
防
の
消
防
力
の
整

　
備
指
針
と
人
員
体
制

　
　
　

　
　
　
消
防
力
の
基
準
は
、
平

　
　
　
成
12
年
に
全
部
改
正
が

行
わ
れ
兼
務
の
概
念
が
導
入
さ

れ
た
。
西
諸
広
域
消
防
で
は
ど

の
よ
う
な
消
防
力
の
算
定
か
。

　
　
　
兼
務
で
の
基
準
数
が

　
　
　
１
１
６
名
で
、
ほ
ぼ
充

足
し
て
い
る
。

　
　
　
平
準
化
採
用
が
平
成
27

　
　
　
年
で
終
了
す
る
と
、

１
０
９
名
の
条
例
定
数
に
戻
る
。

今
で
も
少
な
い
高
原
分
遣
所
に

も
影
響
が
及
ぶ
。
１
０
９
名
に

戻
ら
な
い
よ
う
条
例
改
正
す
べ

き
で
は
な
い
か
。

　
　
　
増
員
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
な
い
と
認
識
し
て
お
り
、

１
１
６
名
と
い
う
定
員
を
理
事

会
の
中
で
早
急
に
検
討
す
る
よ

う
要
望
す
る
。

消防力の充実と
　　子育て支援を

消
防
行
政

少
子
化
対
策

生
活
環
境
に
つ
い
て

問問

　
　
　
並
木
種
畜
場
付
近
の
雨

　
　
　
水
や
家
庭
雑
排
水
が
迫

谷
に
流
れ
て
い
る
が
、
下
水
路

は
雨
の
多
い
時
な
ど
休
耕
田
へ

流
れ
出
る
た
め
下
水
路
の
整
備

を
。

　
　
　
平
成
26
年
度
の
事
業
実

　
　
　
施
を
考
え
て
い
る
。

問

問問問

答答

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に

　
つ
い
て

　
　
　

　
　
　
国
会
で
子
ど
も
・
子
育

　
　
　
て
支
援
法
三
法
が
成
立

し
た
。
市
町
村
は
事
業
計
画
策

定
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
が
、
ど

の
よ
う
に
取
り
組
ま
れ
る
か
。

　
　
　
９
月
に
関
係
者
を
構
成

　
　
　
す
る
子
ど
も
・
子
育
て

会
議
を
設
置
し
、
利
用
状
況
や

ニ
ー
ズ
調
査
を
実
施
し
、
条
例

の
整
備
を
行
い
、
平
成
27
年
３

月
に
県
に
提
出
す
る
。

　
　
　
保
育
料
は
国
の
基
準
よ

　
　
　
り
町
の
方
で
低
く
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
負
担
軽
減
は

継
続
さ
れ
る
か
。

　
　
　
現
行
よ
り
後
退
し
な
い

　
　
　
よ
う
支
援
に
取
り
組
む
。

　
　
　
新
し
い
シ
ス
テ
ム
で
は

　
　
　
親
の
就
労
時
間
に
よ
っ

て
保
育
時
間
を
町
が
認
定
す
る
。

問

答答

答

答答

一
般
質
問

朝の交替式（高原分遣所）

○
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
未

　
設
置
へ
の
取
り
組
み
は

　
　
　

　
　
　
住
宅
用
火
災
警
報
器
の

　
　
　
設
置
率
は
西
諸
で
は

68
・
６
％
と
全
国
よ
り
低
い
。

未
設
置
世
帯
へ
の
取
り
組
み
は
。

　
　
　
広
報
で
の
周
知
と
啓
発

　
　
　
に
努
め
た
い
。

そ
の
時
間
を
超
え
た
分
は
保
護

者
の
負
担
か
。

　
　
　
保
護
者
の
負
担
と
な
ら

　
　
　
な
い
よ
う
手
立
て
を
し

て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。



問

ふるさと納税と
　道の駅について

○
ふ
る
さ
と
納
税
に
つ
い
て

　
　
　
高
原
町
で
は
、
平
成
24

　
　
　
年
度
６
件
で
１
１
７
万

円
で
あ
っ
た
。
平
均
す
る
と
１

件
あ
た
り
19
万
５
千
円
と
な
る
。

ふ
る
さ
と
納
税
者
は
、
毎
年
同

じ
自
治
体
に
寄
付
す
る
必
要
も

な
い
。
他
の
自
治
体
で
は
、
寄

問答
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そこが聞きたい !　問＆答

温谷文雄議員

一
般
質
問

○
道
の
駅
構
想
は

　
　
　
国
道
２
２
１
号
線
沿
い

　
　
　
に
道
の
駅
を
造
り
、
ド

ラ
イ
バ
ー
に
、
観
光
客
に
高
原

町
を
売
る
場
所
。
情
報
を
発
信

す
る
場
所
。
待
つ
姿
勢
か
ら
売

る
姿
勢
に
変
わ
る
場
所
と
な
る

道
の
駅
を
。

　
全
国
で
１
０
０
４
ヶ
所
、
県

内
19
ヶ
所
、
道
の
駅
は
あ
り
、

ど
こ
の
自
治
体
も
色
ん
な
問
題

を
克
服
し
て
建
設
し
た
と
思
う

が
、
高
原
町
で
の
道
の
駅
構
想

は
。

　
　
　
町
内
で
の
ニ
ー
ズ
や
関

　
　
　
係
機
関
の
声
を
聴
き
、

今
後
、
施
設
建
設
の
た
め
の
財

源
確
保
や
維
持
管
理

等
、
さ
ら

な
る
検
討

が
必
要
で

あ
る
。

答
付
さ
れ
た
金
額
に
相
応
し
た
、

ご
当
地
の
物
産
を
贈
っ
て
い
る
。

　
高
原
町
は
、
寄
付
さ
れ
た
方

に
は
お
礼
状
と
６
０
０
円
程
度

の
絵
葉
書
し
か
贈
ら
れ
て
い
な

い
が
。

　
　
　
平
成
26
年
度
か
ら
特
産

　
　
　
品
や
地
場
産
品
の
贈
呈

を
考
え
て
い
る
。

道の駅
   えびの



問問問

健康増進計画に基づく
　 健康づくりについて

問

問問

問 答

答答

答

答

答答 ○
本
町
の
健
康
増
進
計
画
に

　
つ
い
て

　
　
　
健
康
増
進
法
の
基
本
的

　
　
　
な
方
針
の
全
部
改
正
に

伴
い
市
町
村
に
も
平
成
25
年
度

か
ら
34
年
度
ま
で
の
健
康
増
進

計
画
の
策
定
が
求
め
ら
れ
て
い

る
が
、
本
町
の
取
り
組
み
は
ど

う
な
っ
て
い
る
か
。

　
　
　
平
成
26
年
度
の
上
半
期

　
　
　
ま
で
に
策
定
を
完
了
し

た
い
。

　
　
　
健
康
増
進
法
が
期
待
す

　
　
　
る
実
行
可
能
な
計
画
を
　

策
定
す
る
に
は
保
健
師
の
役
割

も
大
き
い
が
町
民
の
参
加
に
よ

る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
設

置
も
必
要
で
は
な
い
か
。

　
　
　
高
原
町
健
康
づ
く
り
推

　
　
　
進
協
議
会
（
仮
称
）
を

設
置
し
た
い
。

　
　
　
本
町
の
国
保
被
保
険
者

　
　
　
の
医
療
費
は
県
内
で
は
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そこが聞きたい !　問＆答

一
般
質
問

宮司　　議員

高
く
、
特
定
健
診
率
は
逆
に
低

い
最
悪
の
状
況
が
続
い
て
い
る

が
、
現
在
の
健
診
率
は
ど
う
な

っ
て
い
る
か
。

　
　
　
現
在
、
色
々
な
対
策
を

　
　
　
行
っ
て
お
り
、
24
年
度

の
速
報
値
で
36
・
４
％
と
な
り
、

県
内
平
均
を
上
回
っ
て
い
る
。

29
年
度
ま
で
に
は
国
の
指
標
で

あ
る
60
％
を
達
成
し
、
医
療
費

を
抑
制
し
た
い
。

　
　
　
一
冊
の
本
に
は
人
生
を

　
　
　
変
え
る
力
が
あ
る
と
言

わ
れ
る
。

　
本
町
の
図
書
室
は
旧
態
依
然

と
し
て
変
わ
ら
ず
、
利
用
者
か

ら
は
蔵
書
の
充
実
と
施
設
の
整

備
を
求
め
る
声
が
多
い
。
現
在

の
利
用
状
況
等
は
ど
う
な
っ
て

い
る
か
。

　
　
　
現
在
の
図
書
室
は
こ
れ

　
　
　
以
上
の
収
納
は
困
難
で

あ
る
。
利
用
者
は
減
少
し
て
お

り
、
大
き
な
要
因
の
一
つ
と
し

て
、
現
在
の
図
書
室
が
利
用
し

づ
ら
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。

　
　
　
特
別
に
読
書
の
推
進
に

　
　
　
つ
い
て
対
策
を
さ
れ
て

い
る
か
。

　
　
　
町
内
に
５
つ
の
読
み
聞

　
　
　
か
せ
の
グ
ル
ー
プ
が
あ

り
、
小
中
学
生
を
対
象
に
活
動

さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
本
町
は
一
人
当
た
り
の

　
　
　
本
の
購
入
額
は
県
内
で

非
常
に
低
い
。
読
書
を
習
慣
付

け
る
上
か
ら
も
利
用
し
や
す
い

図
書
室
と
し
て
の
整
備
は
必
要

と
思
う
が
。

　
　
　
案
内
板
の
設
置
や
読
者

　
　
　
が
く
つ
ろ
げ
る
図
書
室

と
し
て
整
備
を
行
っ
て
い
き
た

い
。

　
　
　
図
書
館
の
建
設
計
画
は

　
　
　
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

　
　
　
町
の
文
化
度
を
高
め
る

　
　
　
上
か
ら
も
必
要
と
思
っ

て
い
る
。

　
計
画
と
し
て
は
、
総
合
体
育

施
設
の
中
に
す
る
か
、
ほ
ほ
え

み
館
の
近
辺
に
す
る
か
今
、
検

討
し
て
い
る
。

トレーニングコース（ほほえみ館）

図
書
館
の
建
設
を
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歳入歳出 ７７，５０６千円（追加）
総　　額 ５２億７６，８３３千円

　平成２５年９月定例会議は９月４日から９日までの６日間の会期

で開かれました。今回の定例会は２５年度補正予算関連３件、条例

２件、報告１件ですべて原案どおり可決されました。なお、平成２４

年度一般会計歳入歳出決算認定、特別会計決算認定、企業会計決算

認定については提案理由の説明と総括質疑を行い、閉会中の審査を

行うことになりました。

　また、陳情１件、意見書２件を採択しました。一般質問は３名の

議員が登壇し、執行部の考えを正しました。

【主な内容】

※１万人の笑顔あふれるたかはる復活創造事業

　・住宅用地斡旋事業不動産鑑定業務委託費・・・・・・・・・・・・・・・２８９千円

　・空き家バンク　リフォーム（１戸×２０万円）・・・・・・・・・・・・６００千円

※地域安全対策

　・ＪＲ高原駅防犯カメラ設置（４基）リース半年分・・・・・・・・・・・１２０千円

※施設開設準備経費助成特別対策事業

　・小規模多機能型居宅介護施設（２施設）・・・・・・・・・・・・１０，８００千円

※公立保育所耐震化工事ほか（３園）・・・・・・・・・・・・・・・・８，１００千円

※「儲かるを形に」みやざきの園芸産地強化支援事業・・・・・・・・・４，５９９千円

　（さといも部会早出研究会、ごぼう部会省力機械利用研究会、ニラ部会

　　省力機械利用研究会、上広原園芸作物機会利用組合）

※農道整備費（６ヶ所）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３，７００千円

※宮崎フリーウェイ工業団地企業立地促進補助金

　・雇用奨励金　　（有）四位農園・・・・・・・・・・・・・・・・・３，４５０千円

※町道維持費（３２ヶ所）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４，５２０千円

※橋梁補修事業（鶴田橋、祓川橋）・・・・・・・・・・・・・・・・１４，５００千円

※労金提携教育ローン貸付金（預託金）・・・・・・・・・・・・・・・５，０００千円

　・平成２６年２月開始予定〜入学金等（１人限度額　２００万円）

※中央公民館図書購入費（治山林道協会みどりの文庫寄付）・・・・・・・・３００千円

９月
定例会

一般会計補正予算（第３号）・・・可決

里いもの加工作業　㈲四位農園
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「○」：賛成、「●」：反対、「除」：除斥、「棄」：棄権、「欠」：欠席、議長（前原）は採決に加わらず

平成２５年　第５回定例会議議決内容

平成２５年　９月　６日・９日

議 案 番 号

平成２４年度高原町健全化判断比率

平成２４年度高原町資金不足比率

議
決
結
果

件　　　　　名

①
鹿
嶋
重
明

②
森
山
　
勇

③
中
村
　
昇

④
清
水
公
雄

⑥
松
元
茂
春

⑧
温
谷
文
雄

⑨
入
佐
廣
登

⑩
前
原
淳
一

⑤
北
迫
　
泉

⑦
宮
司

許可

可決

可決

可決

報告

可決

可決

可決

可決

採択

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ −

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ −

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ −

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ −

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ −

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ −

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ −

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ −

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ −

− − − − − − − − − −

延滞金の割合等の見直しに伴う関係条例の整備に関する条
例訂正の件

延滞金の割合等の見直しに伴う関係条例の整備に関する条
例

「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源
確保のための意見書採択」に関する陳情書について

「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源
確保」のための意見書

平成２４年度高原町健全化判断比率及び資金不足比率につ
いて

平成２５年度高原町国民健康保険特別会計補正予算
（第１号）

高原町税条例の一部を改正する条例

平成２５年度高原町一般会計補正予算（第３号）

議　　案
第５１号

議　　案
第５０号

議　　案
第５１号

議　　案　　
第５２号

陳　　情
第 １ 号

議　　案　　
第５３号

平成２５年度高原町介護保険事業特別会計補正予算
（第１号）

議　　案　　
第５４号

報　　告
第 ６ 号

発　　議
第 ５ 号

道州制導入に反対する意見書
発　　議
第 ６ 号

実質赤字比率

１　実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、実質赤字額及び連結実質赤字額が生じていな

　　いため、記載は「−」としている。

２　将来負担比率は、数値がマイナスのため、記載は「−」としている。

３　括弧内の数値は、早期健全化基準を記載している。

１　各会計とも資金不足額が生じていないため、記載は「−」としている。

連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

（単位：％）

（１５．００） （２０．００） （２５．０）

１３．２ −

−

−

−

−

−−
（３５０．０）

特　別　会　計　の　名　称 資金不足比率

高　原　町　水　道　事　業　会　計

高 原 町 工 業 用 水 道 事 業 会 計

高　原　町　病　院　事　業　会　計

高原町農業集落排水事業特別会計

（単位：％）
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高原町議会改革特別委員会
　議会改革特別委員会は８月２３日に会議を開き、第１作業部会と第２作業部会のこれまでの課題の

調査、協議結果の報告を行い、それをもとに委員会では課題等について協議しました。

１．第１作業部会

　（１）町民の議会に対する認識度について〜町民アンケートを実施した。

　（２）議会と町民との関係について

　　　ア　議会報告会について

　　　　※議会報告会は年１回３月議会終了後１ヶ月以内に行う。３月か９月かの両方意見あり。

　　　　　（実施にあたっては実施要綱をつくる。）

　　　　※議会報告会は２班に分ける。

　　　　※会場区割りについては委員会で検討する。

　　　イ　各種団体との意見交換について

　　　　※今まで区長会との意見交換会を１回行った。

　　　　※今後の取り組みについては３常任委員会で行う。

２．第２作業部会

　（１）議会機能（活動）の強化について

　　　ア　委員会活動の強化〜常任委員会の所管事項調査

　　　　　　定例会と定例会の合間に調査を実施する。

　　　イ　一般会計予算・決算常任委員会設置

　　　ウ　議会独自の政策立案と条例の制定

　　　　　　議会は、日常活動において住民の要望、意見を感知し、それを議論に反映させなければ

　　　　　ならない。また、地域の特性に合った、地域にふさわしい条例制定を行うため、議員は関

　　　　　連する法律、条例等を勉強する必要がある。

　（２）議会と町長との関係

　　　ア　町長が提出する重要施策の対応

　　　　　　その背景等について詳しい説明を求める。（７項目）

　　　イ　法９６条第２項の議決事項

　　　　　　次項を加える。

　　　　　　　①老人福祉計画（介護保険事業計画）

　　　　　　　②障害者福祉計画

　　　　　　　③次世代育成支援計画

　　　ウ　町長の反問権

　　　　　　町長の質疑の旨を確認する反問権は必要と思われる。

　　　エ　議員の審議会、公社等への参画の見直し

　　　　　　長の指揮下にある各種審議会等への参加は法定以外は参加しない。

　　　オ　通年議会

　　　　　必要性は感じない。現行の４回制でよい。

３．委員会協議

　（１）議会報告会について

　　　　議会報告会は年１回以上とする。実施にあたっては実施要綱を作成する。実施時期について

　　　は、今後検討する。

　（２）各種団体との意見交換会について

　　　　各常任委員会（一般会計予算・決算常任委員会、総務経済常任委員会、文教厚生常任委員会）

　　　ごとに実施する。

　（３）通年議会について

　　　　通年議会についてはいろいろと論議されたが、協議の結果、通年議会は採用しないこととし、

　　　現行の年４回制で行うことになった。
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○長生村議会  〜議会改革の取り組み

　・議員定数　１６人（欠員１）

　・常任委員会（総務６人、産業土木５人、教育民生５人）

　

　１．議会改革のはじまり

　　・前村長が議会との対立を演出して、選挙を有利に進める。

　　・議会で議案の否決が増加し、臨時会の回数が増加した。

　　・議会審議の内容、議会の存在意義、「チェック機能の発揮」や「政策提案」が見え

　　　るような議会にしなければ議会の存在否定になりかねない。

　２．議会改革の取り組み

　　・宮城県蔵王町（通年議会）と松島町（基本条例）の視察

　　・議会改革特別委員会設置

　　　　災害発生等の緊急の事態や早急に解決すべき重要事件にも、迅速かつ柔軟に対応

　　　できるよう、さらに議会の機能を強化することが必要と考え、通年議会等に関する

　　　検討を目的に設置された。

　　・通年議会の試行（平成２１年９月〜１２月）

　　・平成２１年１２月定例会で議会基本条例を可決し、通年議会実施要綱を定める。

○大洗町
　・議員定数　１３人（平成２３年に２減）

　・常任委員会（総務８人、文教厚生９人、建設経済９人）

　１．議会改革と議会基本条例について

　（１）議会改革の背景

　　　　　平成２０年地方分権が加速する中で、議会改革について議員（議員数１５名）

　　　　全員の総意が得られなかったため、やる気のある議員９名が北海道栗山町議会の

　　　　研修に参加したことが契機となった。それ以降についても改革に参加しない議員

　　　　はそのままにしておいた。

　（２）平成２３年６月

　　　　　議会基本条例（８章２４条からなる）と政治倫理条例を制定

　２．議会改革の主な内容

　（１）一般質問

　　・一問一答方式で１日４名午前中のみ。

　　・質問の順番はくじで決める。

　　・画面（スクリーン）を使った質問可。

　（２）議会の日程

　　・議会開催日の４〜５週間前に議会運営委員会を開催し、当局からの提案について見

　　　出し（タイトル）のみの提出を求める。一般質問については、締め切る日を次回の

　　　議会運営委員会の前日までと決める。

　　・２週間前に議会運営委員会を開催し、会期日程を決める。

■８月６日　千葉県長生村（人口１４，９３４人　面積２８．３２km2）

■８月７日　茨城県大洗町（人口１７，５２９人　面積２３．１０km2）
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　（３）１日１委員会の開催

　　・所属する委員会が休会の時は、委員会の傍聴が出来る。また、各課ごとに１問だけ

　　　質問が出来る。

　（４）徹底した傍聴者対策

　　・一般質問の内容を記載したポスターを町内７０ヶ所に掲示。

　　・傍聴者には議員と同じ資料を配付し、アンケート調査を実施する。

　　・議会開催案内をダイレクトメールで１００通発送。

　　　※傍聴者数

　　　　平成１９年は７７名。

　　　　平成２５年は２４０名〜４００名の見込みで傍聴席はほぼ満席。

　（５）日曜議会の開催

　　・平成２１年３月定例会より町長の施政方針の時、年１回開催。

　（６）議会報告会（議会基本条例には規定されていない）

　　・毎年３月、９月定例会終了後に開催。

　３．これまでの議会改革の効果

　　・議会に対する町民の認識が高まり、議会活動にも理解が深まっている。

　　・町長はじめ、職員も議会に対する認識が高まり、質問事項についても的確な答弁が

　　　期待できるようになってきている。

　　・議会の活性化に伴い、議員個々の質も高まってきている。

　　　※議会活動についてこられない議員は出馬が出来なくなっている。

　４．考　察

　　　　議会改革はできるものから実践し、議会基本条例については、その根拠として必

　　　要であるが、通年議会については、２度の議会報告会の対応や４〜５週間前からの

　　　定例会の日程調整、傍聴者対策等、１年を通しての議会活動の状況があり、今のと

　　　ころ考えていないとのことである。

　　　　議会改革の終局の目的が議会の活性化によるまちづくりであることを考えると、

　　　大洗町の議会の取り組みが、まちづくりそのものに反映されているかは示されなか

　　　ったが、これまでの議会改革の効果として前述したように、一連の議会活動の内容

　　　は大いに参考になるものであった。

千葉県長生村茨城県大洗町
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　平成２５年８月２日（金）総務経済常任委員会は、高原町消防団の実態と、消防団詰所の現地調査及び
本部役員（団長他３名）、総務課行政係との意見交換会を実施しました。調査内容は、次のとおりです。

「消防団の概要について」
１、消防団の沿革
　戦後、消防団令（昭和２２年４月３０日勅令第１８５号）を受けて昭和２２年７月に消防団が発足し、

昭和２３年消防組織法施行にともない従来の警察から分離して自治体消防となる。

　昭和２２年７月条例制定告示後、高原町消防団設置条例をはじめ、昭和２２年８月高原町消防団結成。

　昭和２３年３月高原町消防組織条例告示、昭和２３年１２月より昭和２７年９月までの間にそれぞれ関

係する条例が制定されています。

　以上のような経過をふまえ、現在第８代団長、弘田留助氏のもと条例定数１７０名の団員で高原町消防

団が組織されています。

消防団員は、権限と責任を有する「非常勤特別職の地方公務員」

である一方、本業を持ちながらも「自らの地域は自ら守る」とい

う郷土愛護の精神に基づき消防防災活動に従事されています。

　今回、各地区の消防団詰所を調査しましたが、ポンプ車、機械

器具類などよく整備され、いつ火災や災害がおきてもすぐ出動出

来る態勢が整っていました。

　しかし、雨漏りのする詰所と水洗トイレで無いために雨水が便

層に入りトイレを使用できない詰所がありましたので、総務課長

及び消防担当者に改善するよう要望をいたしました。

　消防団は、地域の安心・安全のために、献身的かつ奉仕的に活

動しており、地域における身近な消防防災リーダーとして地域の

実情を熟知している地域の消防団の活動が今後ますます重要にな

り大いに期待するものです。

本 部 役 員

在職5年未満

在職20年以上〜25年未満 在職25年以上〜30年未満 在職30年以上 合　　計

在職5年以上〜10年未満 在職10年以上〜15年未満 在職15年以上〜20年未満

中央部

高 原 校 区 ２ ２ ５

３

２３

３

５

８

１

１

２

１０

１９

３０

１４

２５

４３

４３ ６ ２ ８３

狭 野 校 区

広 原 校 区

後川内校区

第１部 第２部 第３部 第４部 第５部 第６部 第７部

団　　長

１

５５

８

8 トン 10 トン 16 トン 20 トン 40 トン 児童プール 学校プール 合　計

１ ７ １６９

３２ ４３ ２３

２ ６ ９

副　団　長 本　部　員 合　計

（単位：人）

（単位：人）

（単位：ヶ所）

２、消防団の組織（条例定数１７０名）

　・勤続年数別消防団員数　基準日（平成２５年４月２日）

３、防火水槽設置状況（平成２５年５月２６日現在）

１５ １５ １５ ２７ ２７ ２０ １５ ２７ １６１

総務経済常任委員会所管事務調査について

感

想

消防団詰所現地調査
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　我々町村議会は、平成２０年以来、町村議会議長全国大会において、その総意により、「住民

自治の推進に逆行する道州制は行わないこと。」を決定し、本年４月１５日には、全国町村議会

議長会が「町村や国民に対して丁寧な説明や真摯な議論もないまま、道州制の導入が決定したか

のごとき法案が提出されようとしていることは誠に遺憾である。」とする緊急声明を行った。さら

に、７月１８日には、「道州制は絶対に導入しないこと。」とする要望を決定し、政府・国会に

対し、要請してきたところである。

　しかしながら、与党においては、道州制導入を目指す法案の国会への提出の動きが依然として

みられ、また、野党の一部においては、既に「道州制への移行のための改革基本法案」を第１８３

回国会へ提出し、衆議院内閣委員会において閉会中審査となっているなど、我々の要請を無視す

るかの動きをみせている。

　これらの法案は、道州制導入後の国の具体的なかたちを示さないまま、期限を区切った導入あ

りきの内容となっており、事務権限の受け皿という名目のもと、ほとんどの町村においては、事

実上の合併を余儀なくされるおそれが高いうえ、道州はもとより再編された「基礎自治体」は、

現在の市町村や都道府県に比べ、住民と行政との距離が格段に遠くなり、住民自治が衰退してし

まうことは明らかである。

　町村は、これまで国民の生活を支えるため、食料供給、水源涵養、国土保全に努め、伝統・文

化を守り、自然を活かした地場産業を創出し、住民とともに個性あるまちづくりを進めてきた。

それにもかかわらず、効率性や経済性を優先し、地域の伝統や文化、郷土意識を無視してつくり

上げる大規模な団体は、住民を置き去りにするものであり、到底地方自治体と呼べるものではな

い。多様な自治体の存在を認め、個々の自治体の活力を高めることが、ひいては、全体としての

国力の増強につながるものであると確信している。

　よって、我々高原町議会は、道州制の導入に断固反対する。

　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

　９月１１日

      　１２日

      　１８日

　　　１９日

　　　２４日

　　　２５日

　　　２６日

　　　２７日

１０月　３日

　　　１０日

　　　２８日〜３０日

１１月２０日〜２２日

　　　２６日

総務経済常任委員会（決算審査）　文教厚生常任委員会（決算審査）

文教厚生常任委員会（決算審査）

一般会計予算・決算常任委員会（決算審査）

　　　　　〃

議会だより編集委員会

一般会計予算・決算常任委員会（決算審査）

議会改革特別委員会

　　　　　〃

議会だより編集委員会

議会改革特別委員会

一般会計予算・決算常任委員会（現地調査）

文教厚生常任委員会　行政調査（長野県飯島町・木曽町）

総務経済常任委員会　行政調査（鳥取県智頭町・岡山県奈義町）

議会広報研修会（宮崎市）

議 会 の 動 き
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シリーズ②

『
父
よ
り
』
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★入佐　賢さん（26歳）
さとる

しょうたろう

【西広原区】

入佐　勝太郎さん方
お茶・ニラ生産

・高品質のお茶、ニラ生産

・紅茶「ゆるり」販路拡大

・全国茶品評会出品、入賞

賢さんの挑戦

★岩佐康弘さん（34歳）

【鹿児山区】
岩佐　政弘さん方
お茶・ニラ生産

康弘さんの挑戦

メッセージ

メッセージ

２人とも来年本県で開催される 「全国お茶まつり」 挑戦予定

やすひろ

・お茶、ニラの高品質向上

  と製茶技術の向上

・全国茶品評会に上位入賞

・紅茶「ゆるり」販路拡大

※
後
列
右
か
ら

　
美
恵
子
さ
ん（
母
）

　
賢
さ
ん（
本
人
）

　
勝
太
郎
さ
ん（
父
） ※

前
列
右
か
ら

　
ト
メ
子
さ
ん（
祖
母
）

　
勇
さ
ん（
祖
父
）

　

※

右
か
ら

　
千
鶴
さ
ん（
母
）

　
政
弘
さ
ん（
父
）

　
彩
音
さ
ん（
４
年
生
）

　
康
弘
さ
ん（
本
人
）

　
歩
音
く
ん（
２
年
生
）

　
歩
夢
ち
ゃ
ん（
10
ヶ
月
）

　
美
希
さ
ん（
妻
）

※

右
か
ら

　
千
鶴
さ
ん（
母
）

　
政
弘
さ
ん（
父
）

　
彩
音
さ
ん（
４
年
生
）

　
康
弘
さ
ん（
本
人
）

　
歩
音
く
ん（
２
年
生
）

　
歩
夢
ち
ゃ
ん（
10
ヶ
月
）

　
美
希
さ
ん（
妻
）

あ
や
ね

あ
ゆ
と

あ
ゆ
む

あ
や
ね

あ
ゆ
と

あ
ゆ
む

『
父
よ
り
』

　
お
茶
の
生
産
は
極
め
て
厳
し
い
状
況
に

　
あ
る
が
、ニ
ラ
と
の
複
合
経
営
で
難
局

　
を
乗
り
切
ろ
う
！
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